
 平成２４年度広島市中小企業融資制度 
 
 

 

 
 

 広島市では、構造的な不況や取引先の再生手続開始申立などにより事業経営に影響を受

けている市内中小企業者等の皆様に対して、経営の安定化を図るために、セーフティネッ

ト資金（特別融資）を設けています。 
 

ご 利 用                

い た だ け る 方                

市内に主たる事業所を有し、１年以上継続して同一事業を営んでいる中小企

業者及び組合で、次のいずれかに該当するもの 

ア 中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第４項第１号か

ら第８号の規定に該当する特定中小企業者 

イ 再生手続開始申立等企業に対して債権を有する中小企業者 

ウ 構造不況業種として県知事又は市長が指定した業種を営む中小企業者で、

資金繰りに支障をきたしているもの 

 
資 金 使 途                運転資金 

融 資 限 度 額 ３，０００万円以内 

融 資 期 間 
一般保証利用         ７年以内（うち据置１年以内） 

セーフティネット保証利用  １０年以内（うち据置１年以内） 

融 資 利 率 年１．４％以下 

信 用 保 証                

原則として保証付き 

一般保証利用       保証料率 保証協会の定めによる 

セーフティネット保証利用 保証料率 年０．７％ 

担保及び保証人 取扱金融機関又は広島県信用保証協会所定の方法による。 

取 扱 金 融 機 関 

商 工 組 合 中 央 金 庫 、 広 島 銀 行 、 山 口 銀 行 、 中 国 銀 行 、 山 陰 合 同 銀 行 、 もみ

じ銀行、西京銀行、広島信用金庫、呉信用金庫、広島市信用組合、広 島 県 信

用組合 

融 資 手 続 等 

次の書類を添付して、広島県信用保証協会又は取扱金融機関へ申込をしてくだ

さい。 

① 上記「ご利用いただける方」のアに該当する方は、市長の発行する特定中

小企業者である旨の認定書 

② 上記「ご利用いただける方」のイに該当する方は、再生手続開始申立等企

業に対して有する売掛金債権及び前渡金返還請求権に係る額、当該再生手続

開始申立等企業との取引額等を証明する書類 

③ 上記「ご利用いただける方」のウに該当する方は、市が認定した中小企業

者であることを表す書類 

 
その他の必要書類については、取扱金融機関等の指示に従ってください。 

問 い 合 わ せ 先                
 広島市経済観光局産業振興部ものづくり支援課   ☎（ ０ ８ ２ ） ５ ０ ４ － ２ ２ ３ ７  

 (公財)広島市産業振興センター中小企業支援センター ☎（ ０ ８ ２ ） ２ ７ ８ － ８ ０ ３ ２  

 ※ 融 資 の 決 定 に 当 た っ て は 、 金 融 機 関 及 び 保 証 協 会 の 金 融 上 の 審 査 が あ り ま す 。  

セーフティネット資金（特別融資） 


